
  （別紙１） 

検定料の払込方法について 

検定料９,８00円について、次のいずれかの方法により、支払期限内にお支払いください。 

 

１． コンビニエンスストアでの支払い（パソコンやスマートフォン等のある環境で御利用ください。） 

(1) 別紙２「鹿児島大学大学検定料払込方法」を参照の上、支払ってください。なお、事務手数料

は支払人の負担となりますので、留意してください。 

(2) 支払後、レジにて受け取った「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切

り取り、付録「検定料収納証明書貼付台紙」の所定の欄に貼り付けて、出願期間内に提出し

てください。 

(3) 支払期限：令和 5年 1月１６日（月）～令和 5年 2月１５日（水）15時まで 

            ※「Webサイトでの申込み」は、２月１５日（水）14時まで 

 

 

２．クレジットカードでの支払い（パソコンやスマートフォン等、プリンタのある環境で御利用くださ

い。） 

(１) 別紙２「鹿児島大学検定料払込方法」を参照の上、支払ってください。なお、事務手数料は支

払人の負担となりますので、留意してください。 

(２) 支払後、「入学検定料・選考料 取扱明細書」を印刷し、「収納証明書」部分を切り取り、付録

「検定料収納証明書貼付台紙」の所定の欄に貼り付けて、出願期間内に提出してください。 

(3) 支払期限：令和 5年 1月１６日（月）～令和 5年 2月１５日（水）15時まで 

            

 

【検定料等の返還について】 

既納の検定料等は、次の場合を除き、いかなる理由があっても返還しません。返還請求の方法につ

いては、本学ホームページ（https://www.kagoshima-u.ac.jp/exam/henkan.html）に掲載

していますので、ご確認ください。 

 

（ア） 検定料等を払い込んだが、出願しなかった（出願書類等を提出しなかった。又は、出願が受

理されなかった）場合 

（イ） 検定料等を誤って二重に払い込んだ場合 

 

※返還請求の期限：令和 5年 3月３１日（金）。郵送の場合は消印有効・メールの場合は期限内

到着まで有効。なお、返還にかかる振込手数料は志願者の負担となり、実際の返還額は振込手数

料を差し引いた金額となります。また、検定料等の払込時の事務手数料は返還対象外となります。 


